
▼児童福祉月間とは児童福祉月間とは

子どもの健やかな成長について国民全体で考え

ることを目的に、こども家庭庁において毎年5月5

日の「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか　

児童福祉週間」と定めており、大阪市では５月を

「児童福祉月間」としています。

この期間中、児童福祉の理念を普及・啓発するた

め、さまざまな事業などを行っています。

５月は５月は 特集特集
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広報紙デジタル版公開中！
アクセスはこちら 子育て支援情報02

区役所の開庁時間 平日（月曜日～金曜日）9：00～17：30　金曜日17：30～19：00（一部業務）　第4日曜日9：00～17：30（一部業務）
第４日曜日は開庁日！ 1階10番 住民登録　 2階24番 保険年金窓口で一部業務を取り扱っています。今月は5/25（日）です。ぜひご利用ください。

行オ 行政オンラインシステム
ホームページ　 メール

ヒント
おんがくあべのんは、音楽コン
クールに参加したいみたい！

今回は「おんがくあべのん」

答えは阿倍野区役所X（旧Twitter）で
お知らせ！ @abenoku_abenon

詳しくは２面へ詳しくは２面へ
阿倍野区で利用できる福祉施設や子育て応援に阿倍野区で利用できる福祉施設や子育て応援に

役立つ情報を紹介します！！役立つ情報を紹介します！！

問合 区役所（市民協働）2階23番　
6622ｰ9787　 6621ｰ1412

「町会」への加入は、ご近所同士が日常生活の中で顔見知りになる機
会でもあります。
みなさまでいざという時に助け合えるまちを作っていきませんか。
町会への参加を呼びかけるキャッチコピーの投票を行っています。
お住まいの地域の自治会・町内会がわからない方は、問合まで。

詳しくは
こちら

投票はこちらから
（Googleフォーム）

町会に
入りませんか

各地域のSNS情報


